
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成１8年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

特になし

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
 　　　

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　　 　

21.0

給与費 B/A

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

千円

252,406

千円

305,865 5,499,101

947,168

　　　　　　　　　　　％

（参考）人 件 費

　　　　　　Ｂ

人 件 費 率

Ｂ／Ａ

　　　　　　％

別紙３

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（１８年度末）

長門市の給与・定員管理等について

１7年度の人件費率

実 質 収 支

区　　分

18年度 24.7

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円人　

一人当たり

22,270,078

職員数

　　　　　千円

18年度

千円人

550 2,314,307

41,135

　　　　　　Ａ

（参考）　類似団体平均

千円 千円

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 一人当たり給与費　　計　　Ｂ

3,513,881 6,389 6,026

97.4

95.0

99.4 99.5

94.9

97.9

90

95

100

105

長門市 類似団体平均 全国市平均

（例）

H18年度

H19年度
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（５）給与改定の状況　（長門市人事委員会がないため記載不要）
①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成１９年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 千円

歳 人 円 円 円 歳 千円

歳 人 円 円 円 歳 千円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円316,564 - -

- -

- -

- -

-

47.5 38 303,078 327,575

227.2

355,921 -

48.8 5,193 287,094 －

383,462

320,514 - -国

類似団体

うち清掃職員

う ち 用 務 員 用 務 員

山口県

359,033

341,401

363,567

317,233

363,567

34.6

47.4 376

55.1

342,785

6

3

1.14

336,411

277,833

1.60

347,564 44.3

43.3

53.9

271.5

299.8

28

-

調 理 士

-

1.28

--

347,564

平均年齢

354,496

う ち 給 食 調 理 員

長門市

職員数

335,833 359,27547.6

49.4

45

平均給与月
額（　B　)

A/B
区　　分

公　　務　　員 民　　　間 参考

平均給料月額
平均給与月
額（　A　)

平均給与月額
（国ベース）

対応する民間
の類似職種

平均年齢

廃棄物処理従業員

長門市

山口県 378,802

383,541

376,688342,73142.7

類似団体 358,865

43.5 352,525

―

331,76643.2

426,831

4.5

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の
　　支給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

平均給与月額

（国ベース）

区　　分

19年度

月 月 月

年間支給月数

（参考）

国　の　年　間

支　給　月　数

月 月 月

19年度 （　　　　　　　％）

（参考）

勧　告

人事委員会の勧告

円 円

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラス
   パイレス比較した平均給与月額である。

円 ％ ％ ％

0.35

勧　告

（改定月数）

A B （改定率）A-B

国　の　改　定　率

384,098

平均給料月額

公務員の

給　与　改　定　率

国 40.7 325,724

区　　分

人事委員会の勧告

民間給与 公務員給与 較差

区　　分

平均給与月額

386,074

平 均 年 齢

民間の支給

支給月数　　　B割合　　　　　　A

較差

A-B
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円 千円

円 千円

円 千円

＊民間データは、賃金構造基本調査において公表されているデータを使用しています。（平成１６年～平成１８年の３年間）

＊技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等において違いがあります。

＊年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては

　前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

＊「うち○○」とあるのは、長門市の技能労務職のうち、比較的職員の多い「給食調理員」、「清掃職員」、「用務員」について

　　記載しています。

　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円 ＊県は小中学校教育職

歳 円 円 　長門市は幼稚園

　　　　④消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、平成１９年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　
　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

3,641.2

C/D

－

1.59う ち 給 食 調 理 員

うち清掃職員

う ち 用 務 員

5,435,757

6,031,348

5,778,254

区　　分

長門市

公務員（C） 民間（D）

年収ベース（試算値）の比較

参考

－ －

1.843284.3

1.304,192.6

区　　分

-

-

平均給与月額

-

412,973

-

351,394

（国ベース）

平均給料月額

386,940

区　　分

平均給料月額

山口県

43.8

長門市 412,686

44.6 402,256

平 均 年 齢

332,404

352,732

453,201

長門市 49.2 390,667

－ -

国 －

山口県

類似団体

平 均 年 齢

311,135 369,526 338,41040.6

44.8

平均給与月額

平均給与月額

-

類似団体
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（2) 職員の初任給の状況（平成１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

＊給与改定前の給料

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成１９年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

消　防　職 大　学　卒

高　校　卒

212,600

技能労務職

297,900

-

-

341,300

275,800

252,600

－大　学　卒

290,600

－

252,600

205,000高　校　卒

高　校　卒

138,400

国山　口　県

-

-

-

-

176,800 170,200

142,800

高　校　卒

一般行政職

区　　　　　分

138,400

129,600

116,400

-

-

159,700

長　門　市

-

-

-

-

170,200

140,300

131,500

197,400

153100

高　校　卒

中　学　卒

190,800

高　校　卒

経験年数１０年

大　学　卒

消　防　職

教　育　職

138,400

167,500

252,600

236,600

205,000

一般行政職

区　　　　分

大　学　卒

大　学　卒

高　校　卒

大　学　卒

252,600

－

経験年数２０年

290,600 341,300

-

290,600

260,500

経験年数１５年

高　校　卒

中　学　卒

教　育　職

技能労務職
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成１９年４月１日現在）

（注）１　長門市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　（注）平成１８年度に９級制から７級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　
 　　統合）　　　　　

部長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

区　　分

19.8

３　　級

２　　級

23.0

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

課長補佐・係長

　　　　　　　　人

吏員

吏員

　　　　　　　　人

114

　　　　　　　　％

11.6

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

12

　　　　　　　　％

3.5

68

2.0

主任主事・主任

標準的な職務内容

79

24

　　　　　　　　人

40

7

構成比職員数

５　　級

係長・主任

１　　級

7.0

　　　　　　　　％

33.1

　　　　　　　　％
４　　級

６　　級

７　　級

部次長・課長・主幹

3.5%

4.7%7.0% 6.1%

33.1% 29.4%

11.6%
11.6%

23.0%
21.9%

19.8%
24.1%

2.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成１９年の構成比 平成１８年の構成比

２．０％
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（2) 昇給への勤務成績の反映状況
　

＊毎年１月１日に、前１２月間の勤務状況に応じ４号給（５５歳を超える職員は２号給）

　を標準として昇給を実施している。

４　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（１８年度支給割合） （１８年度支給割合） （１７年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

年間支給率１.４５月を標準として、勤務実績に応じ支給している。

（2) 退職手当（平成１９年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期待職（２％～２０％加算）その他の加算措置 定年前早期待職（２％～２０％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　なし　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、平成１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

47.50

59.28

０．７５

国長　　　　　　　　　門　　　　　　　　　　　市

･役職加算５～２０％　･管理職加算１０～２５％･役職加算５～２０％　･管理職加算１５～２０％

23.50

―１人当たり平均支給額（１８年度）

３．０ １．４５ ３．０ １．４５

1,908

国

１人当たり平均支給額（１８年度）

1,652

長　　　　門　　　　　市 山　　　　口　　　　　県

３．０ １．４５

2,709

47.50

59.28

59.28

59.28

23.50

25,635

１．６ ０．７５ １．６

30.55

41.34

59.28

59.28

１．６ ０．７５

33.50

職制上の段階、職務の級等による加算措置

･役職加算５～２０％

30.55

41.3433.50
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 (3) 地域手当

（平成１９年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％ 長門市該当なし

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

(平成２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％ 長門市該当なし

％ ％

％ ％

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度                                                                          

　　　　から支給率を段階的に引き上げることとしている。       

 (4) 特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在）

千円

　円

　％

－

－

1日200円

1件につき50円

1件につき100円

1戸につき300円

1戸につき400円
1日200円

38,032

12

左記職員に対する支給単価

－ －

－

主な支給対象業務

15.5

5,895

１督促、徴収業務
①１日につき３時間を超
える場合
②現年度分を徴収した
場合
③滞納繰越分を徴収し
た場合
２物件(不動産を除く)差
押さえ業務
３差押物件引揚げ業務
４検税調査業務（１日３時
間を超える場合）

－

国の制度（支給率）

－

－

－

－

－－

－

－

－

支給対象職員数

支給対象地域

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）

手当の名称

－ － －

－

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）

－

支給率

－

－

－

－

－

国の制度（支給率）

－

支給率

支給実績（１７年度決算）

－

－

－

－ －

－

－

－

支給対象地域

－

支給実績（１８年度決算）

－－

市税及び国民健康保険
料の徴収外勤手当

主な支給対象職員

市税、国民健康保険料の徴収業
務をする職員

－

－

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

－

手当の種類（手当数）

－

7



 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6) その他の手当（平成１９年４月１日現在）

円

支給職員１人当たり

月額6,000円

69,269

災害現場及び救急業務

救急・救助業務

防災・救助活動業務
深夜（22時から5時）１時
間以上の通信業務

1回130円

1回510円
1回240円
1回500円
1回410円

被保護世帯の訪問調査
業務

1日200円

1日200円上記以外の徴収業務をする職員 住宅使用料、清掃手数
料、保育料及び下水道
使用料等の徴収業務（１
日３時間を超える場合）

緊急呼出手当

訪問調査に従事する社会福祉主
事

勤務時間外で緊急用務のため出
務した職員

（１8年度決算）異なる内容

113

1日500円

家畜防疫作業業務

ごみ処理業務
（4時間未満）
清掃業務

犬猫死体処理業務 1日300円

1日600円
（300円）
1日250円

浄化センターでの作業
業務
汚水が流入している管渠
の調査、検査業務
下水道の現場作業業務

月額3,500円

1日400円

1日400円

1日500円

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ７ 年 度 決 算 ）

下水業務従事手当

扶養手当 同じ

○配偶者　13,500円
○子・父母等 6,000円
（配偶者を扶養していな
い場合は１人目　6,500
円）
○配偶者がない職員の扶
養親族のうち
　１人　　11,000円
　その他　 6.000円
○満16歳の年度始めから
満22歳の年度末までの子
１人につき　5,000円加算

浄化センターに勤務する職員

上記以外の職員

消防業務従事手当 緊急車両の機関員、救急業務に
従事する職員
救急救命士
救急・救助隊員
はしご車搭乗隊員
消防署に勤務する交替制勤務者

家畜防疫作業をする職員

行旅死亡人収容手当

清掃業務従事手当 清掃工場に勤務する職員
清掃工場以外に勤務する者

犬猫死体処理手当

感染症防疫作業手当 感染症防疫作業をする職員

家畜防疫作業手当

福祉事務所に勤務する職員

清掃業務従事手当を受けない職
員

感染症防疫作業業務

行旅死亡人の収容作業
業務

福祉主事訪問調査手当

税外収入徴収外勤手当

75,512

国の制度と

１件につき5,000円

支給実績

134

34,256

平均支給年額

217,827

（１8年度決算）

千円

緊急業務

火葬業務従事手当 火葬業務を本務とする職員
上記以外の職員

火葬業務 月額10,000円
1体2,000円

手　当　名 との異同

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ）

内容及び支給単価

支 給 実 績 （ １ ７ 年 度 決 算 ）

国の制度
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円

円

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（平成１９年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

266,000

160,000940,000

58,818

598,000

2,588

（参考）類似団体における最高／最低額

214,000

給 料 月 額 等

0

○借家
基礎控除額
　　8,000円
国 12,000
円
○自宅
一律3,000
円
国　新築５
年以内
2,500円

52,454

市 区 町 村 長

　　（１９年度支給割合）

副 市 長

市 区 町 村 長

議 員

630,000

425,000

管理職員特別勤務
手当

区 分

給

料

同じ

同じ

同じ

同じ

0

34,909768

千円11,172

○交通用具
国
2kmから
60km以上
13区分
　2,000円～
24,500円

760,000

32,923

29,654

千円

522,000

正規の勤務時間として、
深夜に勤務した職員に支
給　時間単価の25%を支
給

祝日法による休日等、年
末年始の休日等におい
て、正規の勤務時間に勤
務した職員に支給　時間
単価の35%増の額支給

宿日直勤務をした職員に
支給　4,200円

管理職手当を受ける職員
が、臨時又は緊急の必要
により週休日等に勤務し
た場合に支給
　部・課長6,000円、課長
補佐4,000円
（６時間超　150/100を乗

議 長

副 議 長

同じ

○交通機関
　運賃（定期券）が55,000
円以下の場合　運賃相当
額
○交通用具
　片道2kmから40km以上
まで14区分
（月額3,000円～24,000
管理又は監督の地位にあ
る職員に支給
部長44,250円、部次長
37,395円、課長33,240
円、、主幹29,085円、、課
長補佐19,830円を支給
（平成１９年度～平成２２
年度の間は経過措置あ
り）

通勤手当 異なる

管理職手当

休日勤務手当

宿日直手当

○借家
・家賃19,000円以下
　家賃から8,000円を控除
した額
・家賃19,000円超
　家賃から19,000円を控
除した額の２分の１
(16,000円が限度)に
11,000円を加算した額
・最高限度額　27,000円
○自宅　　　　 3,000円

住居手当 異なる

千円

千円

790,000

千円

千円

419,000

94,439

84,853

266,000

342,837

千円

夜間勤務手当

報

酬

360,000

177,000320,000 465,000

9



月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額(790,000)×在職月数×0.5 任期毎

給料月額(630,000)×在職月数×0.3 任期毎

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

計
人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数で、教育長を含みます。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

介護保険部門事務増

393 △ 17

1

日置地区下水道建設事業終了△ 2

△ 1

9,072,000

退職者補充

＜参考＞

△ 7

△ 1

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

39

41

19

63

19

73

備　　　　考

129

28

108

職 員 数

平成１８年 平成１９年

6

122

28

　　（１９年度支給割合）

3.35

退
職
手
当

市 区 町 村 長

副 市 長

△ 2

3.35

38

総合支所経済課と施設課の統合

△ 5

18,960,000

46 44

410

13

18

25

17

23

60小　計

[      ６２９      ］

合　　計 612 585 △ 27

142.21

＜参考＞

103

6

議 員

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

議 長

39

13

69

教育部門

68

教育事務所廃止、退職者不補充

95.54

76.62

△ 10

△ 2

100.98

建設課と都市建設課の統合

1

△ 9 ＜参考＞

127.63

551 525

下水道

消防部門

普
通
会
計
部
門

農林水産

公
営
企
業

等
会
計
部

門

小　計

水道

その他

衛生

議会

61

[      ６２９      ］

副 市 長

副 議 長

期
末
手
当

財政課と監理課、総合支所総務部門統合

保育所退職者不補充

事務の統合

総務企画

税務

民生

商工

土木

一
般
行
政
部
門
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（2)年齢別職員構成の状況（平成１９年４月１日現在）

　

＊教育長を除く

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

人人 人

計

8.9

58492 98 074

区　分

32歳

未満

～ ～

24歳 28歳

23歳

20歳 44歳36歳 56歳 60歳52歳

以上

人

39歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

48歳40歳

35歳

～

人 人人 人 人

59歳55歳43歳 47歳 51歳

職員数
753

人 人

15 31

人

60

純減率

60 25 51

純減数

職員数 職員数

618 563

平成22年4月1日

△ 55

～

20歳

27歳 31歳

平成17年4月1日

人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

平成１９年構
成比

平成１４年の
構成比

%
（例）

11



（参考）長門市行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以   
  　　　降現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

７　公営企業職員の状況
　(1)　水道事業
  　① 職員給与費の状況
ア　決算

職員給与費 　（参考）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成１９年３月３１日現在の人数である。

　　計　　Ｂ

（参考）

△ 6

増 減

職員数

　△２３（５９．０％）

―

１７年 １８年 １９年

増 減

１８年度

区　　分 総費用 純損益又は実

　質収支

１８年度

Ａ  

612

増 減 △ 1

増 減 3

計

62 61公 営 企 業 職員数

等 会 計

％

職員給与費比率

める職員給与費比率

6,764

△ 39

393 ― 377

数値目標

１７年～１９年

１００人（１６．２％）の純減

数値目標

２年目 計

12,509

△ 2 △ 10

416 410

60

1

△ 1

75 73 63

△ 17△ 6

56

65―

　　　４（　　％） 0

△ 10

65

65

教　育

１年目

　　　　　　　　　区　　分

部　　門 計画始期

68 69

　△１２（１２０．０％）

―

△２（３３．３％）

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 26 年 4 月 1 日

計画期間

始　期 終　期

一般行政 職員数

増 減

消　防

千円　

職員数

Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ

％

20.6 23.1

　　　　　千円

　　　　千円

743,889 22,789

△ 27△ 6

総費用に占める

１７年度の総費用に占

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

△ 55

― 563

△３３（６０．０％）

（参考）水道事業平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費

一人当たり

6,895

千円 千円 千円

33,723 128,518

人 千円

職員数 618

千円

区　　分 職員数

153,321

千円　

19 82,286

585
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イ　 特記事項

特になし

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成１９年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（１８年度支給割合） （１８年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置（５％～１５％） 職制上の段階、職務の級等による加算措置（５％～２０％）

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（平成１９年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期待職（２％～２０％加算）その他の加算措置 定年前早期待職（２％～２０％加算）

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし ） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 － 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

59.28

59.28

1.45

572,943

41.34

基本給

1,774

団 体 平 均 45.3

長 門 市 44.5

59.28

0.75

1,652

375,666

23.50

事 業 者

30.55

長　　　　　　　　　　門　　　　　　　　　　　市

１人当たり平均支給額（１８年度）

30.55

1.6

長　　　　　　　　　　門　　　　　　　　　　　市

3.03.0

1.6

1.45

0.75

　　　　　　区　　分 平均月収額

499,312355,005

長門市（普通会計）

１人当たり平均支給額（１８年度）

－

平　均　年　齢

59.28

41.34

59.28

59.28

長門市（普通会計）

2,709

23.50

33.50

47.50

25,635

33.50

47.50
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ウ　地域手当

（平成１９年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％ 長門市該当なし

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

（２２年度の制度完成時）

％ ％

％ ％

％ ％ 長門市該当なし

％ ％

％ ％

（注）国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしている。                                                                                           

エ　特殊勤務手当（平成１９年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（平成１９年４月１日現在）

一般行政職の制度（支給率）

－

－

－

－

－

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）

支給実績（１８年度決算）

4

－ －

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）

－ － －

－

－

29,810

－ －

停水従事手当 強制停水処分に従事した職員

緊急呼出手当
勤務時間外で緊急用務のため出
務した職員

100.0

手当の種類（手当数）

－ － －

支給対象地域 支給率 一般行政職の制度（支給率）

－

566

－ － －

－

－ － －

－

－ －

－

－

－ － －

－ －

－

支給対象地域 支給率

支給実績（１8度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（１７年度決算）

左記職員に対する支給単価

水源地勤務手当 水源地に常時勤務する職員 同左作業 月額 3,500円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

給水停止業務 １件につき 200円

集金手当
給水料金の集金に従事した職員
指定納期を経過した給水料金の
集金に従事した職員

１日３時間を超える場合
未収金を集金した場合

１日につき 200円
納付書１枚につき 100円

緊急業務 １回につき 800円

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 3,610

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 258

支 給 実 績 （ １ ７ 年 度 決 算 ） 4,868

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ 16 年 度 決 算 ） 324

支給対象職員数

－

－ －

－

－
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円

円

円

円

円

円

円

円

支給実績
手　当　名 内容及び支給単価 （１８年度決算） 平均支給年額

一般行政職
の制度との
異同

一般行政職
の制度と異
なる内容 （１８年度決算）

支給職員１人当たり

241,964扶養手当

○配偶者　13,500円
○子・父母等 6,000円
（配偶者を扶養していな
い場合は１人目　6,500
円）
○配偶者がない職員の扶
養親族のうち
　１人　　11,000円
　その他　 6.000円
○満16歳の年度始めから
満22歳の年度末までの子
１人につき　5,000円加算

同じ 3,388 千円

千円 104,500

通勤手当

○交通機関
　運賃（定期券）が55,000
円以下の場合　運賃相当
額
○交通用具
　片道2kmから40km以上
まで14区分
（月額3,000円～24,000

異なる

○交通用具
国
2kmから
60km以上
13区分
　2,000円～
24,500円

1,680 千円 98,812

○借家
基礎控除額
　　8,000円
国 12,000
円
○自宅
一律3,000
円
国　新築５
年以内
2,500円

千円

同じ

1,458 千円

千円

1,568

管理職員特別勤務
手当

管理職手当を受ける職員
が、臨時又は緊急の必要
により週休日等に勤務し
た場合に支給
　部・課長6,000円、課長
補佐4,000円
（６時間超　150/100を乗
じた額）

同じ

夜間勤務手当

正規の勤務時間として、
深夜に勤務した職員に支
給　時間単価の25%を支
給

同じ

異なる

管理又は監督の地位にあ
る職員に支給
部長44,250円、部次長
37,395円、課長33,240
円、、主幹29,085円、、課
長補佐19,830円を支給
（平成１９年度～平成２２
年度の間は経過措置あ
り）
祝日法による休日等、年
末年始の休日等におい
て、正規の勤務時間に勤
務した職員に支給　時間
単価の35%増の額支給

休日勤務手当

管理職手当

44,000

宿日直手当
宿日直勤務をした職員に
支給　4,200円

住居手当

○借家
・家賃19,000円以下
　家賃から8,000円を控除
した額
・家賃19,000円超
　家賃から19,000円を控
除した額の２分の１
(16,000円が限度)に
11,000円を加算した額
・最高限度額　27,000円
○自宅　　　　 3,000円

308 千円

同じ

同じ

291,631

千円
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④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

平成１８年度達成済

（参考）長門市行政改革大綱における定員管理の数値目標（数・率）

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

    →6(3)②を参照

平 成 17 年 4 月 1 日 平 成 26 年 4 月 1 日 全体で１６．２％の純減

計画期間

数　値　目　標
始　期 終　期

純減率純減数平成17年4月1日 平成22年4月1日

職員数 職員数

21 19 △ 2 △ 9.5
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